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市
制
移
行
に
係
る
議
会
制
度

調
査
特
別
委
員
会

　調
査
活
動
報
告

産
業
建
設
常
任
委
員
会 

調
査
活
動
報
告

■
調
査
日
／
平
成
24
年
3
月
26
日(

月)

・
4
月
11
日(

水) 

　
　
　
　
　
　

5
月
9
日(

水)

・
6
月
15
日(

金)

・
7
月
17
日(

火)

　
　
　
　
　
　

8
月
8
日(

水)

・
9
月
5
日(

水)

・
10
月
25
日(

木)

　
　
　
　
　
　

11
月
19
日(

月)

・
11
月
28
日(

水)

■
調
査
事
項
／
市
制
移
行
を
見
据
え
、
制
度
上
の
違
い
や
議
会
運
営
の

　
　
　
　
　
　

あ
り
方
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
と
し
て
次
の
６
項
目

■
調
査
日
／
平
成
24
年
8
月
22
日(

水)

・
10
月
17
日(

水) 

　
　
　
　
　
　

10
月
22
日(

月)

〜
24
日(

水)

■
調
査
事
項
／
（
１
）滝
沢
村
の
産
業（
農
業
）振
興
に
つ
い
て

・
滝
沢
村
農
業
委
員
会
と
の
懇
談
・
現
地
視
察

・
長
野
県
上
田
市
、
埼
玉
県
㈱
ナ
ガ
ホ
リ
、

・
栃
木
県
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
長
岡
視
察

（
２
）企
業
誘
致
に
つ
い
て

・
千
葉
県
印
西
市
視
察

選
挙
管
理
委
員
会
の
仕
事

委 員 長 西村　　繁
副委員長 高橋　盛佳
委　　員 柳村　　一
 桜井　博義
 日向　清一
 遠藤　秀鬼

委 員 長 高橋　盛佳
副委員長 日向　清一
委　　員 柳村　　一
 川原　　清
 西村　　繁
 長内　信平

（
1
）議
員
定
数
に
つ
い
て

（
1
）滝
沢
村
の
産
業（
農
業
）振
興
に
つ
い
て

（
4
）議
決
事
項
に
つ
い
て

（
5
）委
員
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
6
）議
会
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
2
）議
員
報
酬
に
つ
い
て

（
2
）企
業
誘
致
に
つ
い
て

（
3
）政
務
調
査
費
に
つ
い
て

　
　
　
　

市
制
移
行
に
よ
る
議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
変
更
の
必
要
は
な
い
。

　
　
　
　

①
全
国
的
に
定
数
減
の
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
本
村
の
20
名
に
つ
い
て
は
他
自
治

体
と
比
較
し
て
も
妥
当
で
は
な
い
か
。

②
定
数
は
変
え
た
ば
か
り
で
あ
り
、
定
数
と
し
て
多
い
か
少
な
い
か
と
い
う
判
断
を
す
る
に

は
時
期
尚
早
で
は
な
い
か
。

・
農
産
物
の
開
発
は
、
地
域
に
あ
っ
た
も
の
、
気
候
条
件
に
あ
っ
た
も
の
、
土
壌
に
あ
っ
た
も
の

な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
開
発
後
に
販
売
で
き
る
も
の
と
か
、
近
く
に
消
費
地
が
あ

る
か
な
ど
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
開
発
に
は
時
間
と
金
が
か
か
る
こ
と

か
ら
、開
発
に
か
か
る
費
用
な
ど
の
一
部
を
村
で
補
填
す
る
な
ど
の
方
策
を
採
ら
な
け
れ
ば
、

業
者
は
踏
み
切
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
補
助
金
制
度
の
新
設
が
望
ま
れ
る
。

・
耕
作
放
棄
地
対
策
で
は
、
市
と
放
置
し
て
い
る
農
民
と
契
約
を
む
す
ん
で
、
市
民
農
園
と
し

て
活
用
し
て
い
る
上
田
市
の
方
策
を
取
り
入
れ
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。

・「
農
業
＝
脳
業
」
ー
こ
れ
か
ら
頭
を
使
い
農
業
を
す
る
時
代
で
あ
る
と
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。

・
遊
休
荒
廃
地
と
耕
作
放
棄
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
利
用
に
農
業
関
係
の
企
業
誘
致
を
模
索

す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
村
内
の
農
業
経
営
者
が
遊
休
荒
廃
地
と
耕
作
放
棄
地
に
事
業
を

拡
大
で
き
る
よ
う
な
経
営
的
支
援
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。

・
印
西
市
と
比
べ
た
場
合
、
本
村
は
、
土
地
利
用
計
画
が
盛
岡
広
域
圏
の
下
で
縛
ら
れ
、
都
市

計
画
上
で
は
、
許
可
権
者
は
県
で
あ
り
、
村
が
独
自
に
用
途
区
域
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
５
万
人
を
超
え
る
人
口
を
有
し
な
が
ら
、

商
業
系
用
途
も
確
保
さ
れ
な
い
大
き
な
原
因
と
な
り
、
都
市
機
能
と
共
に
バ
ラ
ン
ス
あ
る
施

設
用
地
が
確
保
さ
れ
ず
に
遅
れ
を
と
り
、
企
業
誘
致
で
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
時
期
を
逃
し
た
。

本
村
で
は
、
企
業
誘
致
の
実
質
的
な
旬
に
遅
れ
、
大
半
が
村
外
に
就
労
す
る
結
果
を
招
い
て

い
る
。
現
状
は
、
盛
岡
広
域
圏
域
で
は
矢
巾
町
に
も
遅
れ
て
い
る
実
態
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

を
今
後
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

・
企
業
誘
致
は
、
担
当
課
任
せ
で
は
、
前
進
し
な
い
こ
と
も
こ
れ
ま
で
の
何
度
か
の
視
察
で
理

解
し
て
い
る
が
、
役
場
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
、
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

10
年
程
度
を
計
画
期
間
と
す
る
総
合
計
画
基
本
構
想
若
し
く
は
こ

れ
に
類
す
る
地
域
社
会
計
画
に
つ
い
て
は
議
決
事
件
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
」の
金
額
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
後
退
す
る
た
め
、
議
決
事
件
を
拡
大

す
る
た
め
の
金
額
の
設
定
が
必
要
で
あ
り
、
議
会
基
本
条
例
制
定
に
合
わ
せ
て

議
員
全
員
で
議
論
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

む
や
み
に
議
決
事
件
を
拡
大
す
る
よ
り
は
、
予
算
決
算
の
審
議
な
ど

を
よ
り
丁
寧
に
や
っ
て
い
く
こ
と
の
方
が
、
む
し
ろ
住
民
の
福
利
に
資
す
る
の

で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

常
任
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
他
自
治
体
を
見
て
も
、
委
員
会
数
、
名

称
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
現
行
ど
お
り
と
す
る
。
特
別
委
員
会
に

つ
い
て
は
、
予
算･

決
算
特
別
委
員
会
、
議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会
を
常
任

委
員
会
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
基
本
条
例
制
定
に
合
わ
せ
て
議
員
全
員

で
議
論
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

予
算
、
決
算
の
審
議
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
職
員
の
待
機
時
間
を

減
ら
し
、
そ
の
時
間
を
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
回
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
職
員
に
負

担
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

地
方
自
治
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
議
会
運
営
に
関
し
て

の
早
急
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
合
わ
せ
て
、
議
員

全
員
で
議
論
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
通
年
議
会
に
関
し
て
は
、

滝
沢
村
が
市
と
な
っ
て
発
展
し
て
い
く
実
態
と
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
住

民
に
求
め
ら
れ
る
議
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関

係
あ
る
事
務
を
管
理
し
ま
す
。（
地
方
自
治
法
１
８
６
条
）

主
な
事
務
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

○
選
挙
管
理
委
員
会
の
開
催
、
選
挙
人
名
簿
の
登
録
・
抹
消
、

選
挙
の
管
理
執
行
や
選
挙
啓
発
な
ど
を
審
議
す
る
た
め
、

委
員
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
選
挙
人
名
簿
の
調
製

  

選
挙
人
名
簿
と
は
、
選
挙
権
の
あ
る
人
を
あ
ら
か
じ
め
登

録
し
て
お
く
た
め
の
名
簿
で
す
。
年
４
回
の
登
録
月（
３

月
、６
月
、９
月
、12
月
）に
定
時
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
選
挙
の
公
示
日（
又
は
告
示
日
）の
前
日
に
選
挙
時

登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

○
そ
の
他
次
の
こ
と
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

在
外
選
挙
人
名
簿
の
調
製
、
裁
判
員
候
補
者
予
定
者
名
簿

の
調
製
、
選
挙
の
執
行
、
投
票
区
の
増
設
及
び
変
更
、
違

法
文
書
図
画
の
調
査
、
常
時
啓
発
の
実
施
な
ど

　
　
　
　

市
制
移
行
に
よ
る
議
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
市
制
移
行
後
の
財
政
状
況
等
全
体
を

見
た
上
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

①
全
国
的
な
市
の
現
状
と
比
較
す
る
と
滝
沢
村
の
議
員
報
酬
は
低
い
。
し
か
し
、

市
に
な
っ
て
全
体
の
財
政
規
模
が
見
え
て
き
た
と
き
に
早
期
に
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
だ

が
、
現
時
点
で
の
変
更
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

②
今
の
報
酬
額
で
は
若
い
方
々
が
選
挙
に
出
る
の
が
難
し
い
。
次
に
選
挙
に
出
る
新
し
い
世

代
の
人
に
提
示
で
き
る
よ
う
に
、
後
で
変
え
る
よ
り
も
、
市
に
な
る
と
き
に
変
え
た
ら
ど
う

か
。

　
　
　
　

金
額
は
妥
当
で
あ
る
が
、
支
給
対
象
、
使
途
基
準
に
つ
い
て
は
、
議
会
基
本
条
例

制
定
に
合
わ
せ
て
議
員
全
員
で
議
論
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

①
金
額
ば
か
り
に
目
が
行
く
が
、
中
身
、
使
い
方
が
大
切
だ
。

②
金
額
に
つ
い
て
は
、
昨
年
か
ら
引
き
下
げ
て
お
り
、
全
国
的
な
傾
向
を
見
て
も
妥
当
で
は

な
い
か
。

主
な
意
見

主
な
意
見

主
な
意
見

結　
　

論

主
な
意
見

主
な
意
見

結　
　

論

結　
　

論

結　
　

論

主
な
意
見

結　
　

論

結　
　

論

選挙管理委員・補充員の紹介
平成24年12月24日で任期満了となる選挙管理委員及び同補充員の選挙を議場で行い、
下記の方々に決定しました。

選挙管理委員

※役職は選挙管理
委員会で互選

齋
さいとう

藤勝
か つ じ

治さん（大沢字舛村）

伊
い と う

藤信
のぶよし

義さん（滝沢字砂込）

田
た し ろ

代　寛
ひろし

さん（滝沢字後）

赤
あかいし

石幸
こ う じ

治さん（鵜飼字下鵜飼）

選挙管理委員
補充員

※選挙管理委
員に欠員が出
た場合、順に補
充されます。

1 大
おおごし

越　勲
いさお

さん（鵜飼字狐洞）

2 嶋
しまわき

脇和
か ず こ

子さん（滝沢字巣子）

3 歳
としひろ

弘　淳
あつし

さん（滝沢字牧野林）

4 佐
さ と う

藤多
た さ ぶ ろ う

三郎さん（滝沢字穴口）


